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１ 事業目的  

本県では、通勤・買物等の生活利便性が高く、良質な住宅と暮らしやすい住環境を

確保することで、子育て世帯の転入・定住を図り、地域コミュニティを活性化させる

ため、子育て世帯への住宅支援を進めている。 

この中で、子育てしやすい県営住宅の確保を図るため、空き住戸を活用し、民間事

業者の活力により子育て世帯向けリノベーション住宅を提供するサブリース事業を

行う。 

ついては、以下のとおり、この取組を実施する事業者を募集する。 

 

２ 応募資格要件 

 本募集に応募する資格を要する者は、次の(1)から(7)までの要件を全て満たすも 

のとする。 

(1) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（以下「賃貸住宅管理業法」とい

う。）に基づく国土交通大臣の登録を行っている、又は事業の開始までに登録の

予定がある事業者 

(2) 地方自治法施行令第167条の４第１項各号に該当する者でないこと。 

(3) 直近１年間において、継続して賃貸住宅管理業務の実績を有していること。 

(4) 国税及び都道府県税を滞納していない者であること。 

(5) 本県又は隣接府県に営業拠点を有する本店、又は支店等があること。 

(6) 入居者に対する苦情・トラブル等が生じた場合において真摯に対応し、かつ、

団地住民及び自治会や指定管理者と良好な関係を築く意思を有する事業者 

(7) 以下に該当しない事業者 

① 兵庫県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定す

る暴力団員又は兵庫県暴力団排除条例施行規則第２条各号に規定する暴力団及

び暴力団員と密接な関係を有する者 

※申込資格の確認のため、兵庫県警察本部に照会する場合がある。 

② 本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通

念上不適切と認められるものの用に供しようとする者並びにこれらの者の依頼

を受けて本物件の売買契約をしようとする事業者 

③ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者 

④ 特定の公職者（候補者を含む。）、又は政党を推薦、支持、反対することを目的

とした事業者 

⑤ 公序良俗違反、その他公共の福祉に反する活動を行っている、又は反する事

業を行うおそれがあると認められる事業者 

⑥ その他、知事が不適当であると認める事業者 
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３ 対象住戸及び住戸の内覧 

(1) 募集住戸一覧 

   各団地の対象住戸の詳細については別添「対象住戸の概要」を参考とするこ

と。 

 

ア 尼崎杭瀬住宅 

住 所:  尼崎市常光寺２丁目１２番５、７ 

棟・号:  5-202、5-502、7-308 

 

イ 尼崎西難波鉄筋住宅 

住 所:  尼崎市西難波町６丁目５ 

棟・号:  1-105、1-204 

 

ウ 尼崎武庫川高層住宅 

住 所:  尼崎市元浜町４丁目５１ 

棟・号:  1-101、1-203、1-412 

 

エ 南芦屋浜高層住宅 

住 所:  芦屋市陽光町６ 

棟・号:  5-208、5-608  

 

オ 伊丹西桑津高層住宅 

住 所:  伊丹市桑津１丁目２ 

棟・号:  1-306、1-411 

 

カ 川西けやき坂高層住宅 

住 所:  川西市けやき坂５丁目５−１ 

棟・号:  1-621、1-720、1-726、1-822、1-826 

 

キ 川西清和台東高層住宅 

住 所:  川西市清和台東２丁目４－１４ 

棟・号:  1-510、1-607 

 

ク 宝塚切畑住宅 

住 所:  宝塚市山手台西４丁目１３ 

棟・号:  5-204、7-207 

 

ケ 灘の浜高層住宅 

住 所:  灘区摩耶海岸通２丁目３ 

棟・号:  6-101、7-702 
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コ 大倉山住宅 

住 所:  兵庫区馬場町１２番地 

棟・号:  1-203、1-401、2-401 

 

サ 白川台東高層・鉄筋住宅 

住 所:  須磨区白川台４丁目２８ 

棟・号:  1-104、1-504 

 

シ 鹿の子台南鉄筋住宅（ペット可住宅） 

住 所:  北区鹿の子台南町６丁目１８ 

棟・号:  4-206、4-305、5-103、5-403 

 

ス 伊川谷第２高層住宅 

住 所:  西区伊川谷町有瀬１４３−２ 

棟・号:  1-206、1-505、1-803、3-204 

 

  セ 明石松が丘住宅 

住 所:  明石市松が丘１丁目２ 

棟・号:  3-409、6-509 

 

  ソ 明石江井島第2鉄筋住宅 

住 所:  明石市大久保町江井島６１−２ 

棟・号:  1-209、1-310、1-502 
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(2) 募集住戸区分 

募集住戸は全体41戸を18のグループに分け２から３戸程度を１グループとし、

次の区分とする。 

 

Ａグループ（３戸）  Ｂグループ（２戸） 

住宅名 号棟・号室  住宅名 号棟・号室 

尼崎杭瀬住宅 
5-202、5-502、 

7-308 

 
尼崎西難波鉄筋住宅 1-105、1-204 

 

Ｃグループ（３戸）  Ｄグループ（２戸） 

住宅名 号棟・号室  住宅名 号棟・号棟 

尼崎武庫川高層住宅 
1-101、1-203、 

1-412 

 
南芦屋浜高層住宅 5-208、5-608 

 

Ｅグループ（２戸）  Ｆグループ（３戸） 

住宅名 号棟・号室  住宅名 号棟・号棟 

伊丹西桑津高層住宅 1-306、1-411 
 

川西けやき坂高層住宅 
1-621、1-720、 

1-726 

 

Ｇグループ（２戸）  Ｈグループ（２戸） 

住宅名 号棟・号室  住宅名 号棟・号棟 

川西けやき坂高層住宅 1-822、1-826 
 

川西清和台東高層住宅 1-510、1-607 

 

Ｉグループ（２戸）  Ｊグループ（２戸） 

住宅名 号棟・号室  住宅名 号棟・号棟 

宝塚切畑住宅 5-204、7-207 
 

灘の浜高層住宅 6-101、7-702 

 

Ｋグループ（３戸）  Ｌグループ（２戸） 

住宅名 号棟・号室  住宅名 号棟・号棟 

大倉山住宅 
1-203、1-401、 

2-401 

 
白川台東高層・鉄筋住宅 1-104、1-504 

 

Ｍグループ（２戸）  Ｎグループ（２戸） 

住宅名 号棟・号棟  住宅名 号棟・号室 

鹿の子台南鉄筋住宅 4-206、4-305 
 

鹿の子台南鉄筋住宅 5-103、5-403 
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Ｏグループ（２戸）  Ｐグループ（２戸） 

住宅名 号棟・号棟  住宅名 号棟・号室 

伊川谷第２高層住宅 1-206、1-505 
 

伊川谷第２高層住宅 1-803、3-204 

 

Ｑグループ（２戸）  Ｒグループ（３戸） 

住宅名 号棟・号棟  住宅名 号棟・号室 

明石松が丘住宅 3-409、6-509 
 

明石江井島第 2 鉄筋住宅 
1-209、1-310、 

1-502 

                     

 (3) 内覧の実施時期及び方法 

募集期間中に対象住戸の内覧を実施することとし、希望事業者は所定の方法で

申し込む。 

① 内覧期間 

令和８年６月９日（火）から令和８年７月10日（金） 

（午前10時から午後４時まで） 

② 内覧方法 

内覧を希望する場合は、希望日の１週間前に問合せ先まで電話、又はメール

にて予約すること。 

当日の受付場所等は、別途調整する。当日は、担当者の指示に従うこと。 

 

４ 対象住戸の使用条件  

(1) 住戸の使用料（年額） 

① 住戸の使用料は、「使用料及び手数料徴収条例」及び「兵庫県公有財産規程」

に基づき、算定した使用料を減額した金額とする。 

なお、「使用料及び手数料徴収条例」及び「兵庫県公有財産規程」に基づき、

固定資産税評価額などを踏まえ、年度ごとに使用料を算定する。 

② 使用料については、事業者が住戸グループ内で最も早く入居した入居者から

家賃を徴収する月を起算月（活用事業開始時点）として、住戸グループ内すべて

の住戸に掛かる当該年度の残り月数分の使用料（年間使用料額を12で除して得

た額（厘以下切捨）に使用月数を乗じて得た額の円未満を切り捨てた額）を一括

で納付すること（月途中の入居の場合は、当該入居月の初日を起算日とする。）。 

なお、起算日の属する年度以降の年度においては、年度当初に年額を一括で

納付すること。 

③ 活用事業開始後に、空室期間が発生した場合であっても、所定の使用料を納

付すること。 

④ 12年を超えて事業を継続する場合の使用料は、住戸グループの区分にかかわ

らず、事業を継続する住戸のみに掛かるものとする。 
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〇令和８年度グループ別使用料一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 募集対象世帯 

事業者が募集する世帯については、入居時点で次の①、又は②を満たす世帯と 

する。 

    なお、入居世帯については、団地自治会への加入を条件とすること。 

① 合計年齢が80歳未満の夫婦の世帯※１ 

② 18歳未満の子がいる世帯※２  

※１ 世帯とは、結婚している世帯（入居日までに婚姻予定の場合及び事実上

婚姻関係と同様の事情にある場合（事実婚）を含む。）、パートナーシップ宣

言をした世帯等  

※２ 18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間にある子を含む２名以上

の世帯 

 

(3) 事業対象住戸の整備  

① 事業対象住戸については、事業者において整備費用等を負担の上、整備・修

繕等を実施すること。  

② 対象住戸内は、建築物の構造に影響を及ぼさない範囲で子育て世帯向けの改

修を行うことを可能とする。ただし、構造躯体や給水・排水竪管については改造

不可とする。 

なお、事業者は対象住戸の整備に際して、以下の点に留意すること。 

   （単位：円） 

グループ 令和８年度使用料（年額） 

Ａ 1,273,271 

Ｂ 369,338  

Ｃ 778,470  

Ｄ 583,740  

Ｅ 514,472  

Ｆ 647,320  

Ｇ 427,770  

Ｈ 489,875  

Ｉ 255,832  

Ｊ 606,614  

Ｋ 969,164  

Ｌ 496,522  

Ｍ 446,237  

Ｎ 391,640  

Ｏ 498,691  

Ｐ 567,019  

Ｑ 744,054  

Ｒ 554,555  
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ア 各種法令を遵守するとともに、事業者の責任で事業に必要な届出、許認

可の取得等を行うこと。  

イ 対象住戸の整備・改修・修繕等については、事前に本県に計画（施工計

画など）を申し出るとともに、本県の承認を得ること。また、整備・改修・

修繕等の実施後は、本県に実施内容を報告すること。 

ウ 工事の際に近隣居住者の迷惑とならないよう、騒音等に十分配慮すると

ともに、必要に応じて、団地自治会等との協議や住民周知などの配慮を行

うこと。  

 

(4) 事業期間  

事業者が事業を行うにあたっては、本県から対象住戸の使用許可を受けるもの

とし、継続して事業を行う場合は、毎年度末ごとに使用許可期間の更新手続を行

う。ただし、事業期間は当初の使用許可日から最長12年間とする。 

 

なお、事業期間終了後であっても、入居者からの希望があり、かつ次に掲げる要

件を満たす場合には、本県は使用許可期間の更新を認めることがある。 

① 事業終了時点で、当該住戸の入居者に18歳未満の同居家族がいる場合は、当

該同居家族が 18歳に達する日の属する年度の末日まで 

② その他、知事が特に必要と認める場合にあっては、必要な期間 

 

事業期間終了後の更新を希望する場合は、各住戸につき、事業期間終了の１年

前までに１回限りで事前協議を行うものとする。また、使用許可は住戸グループ

にかかわらず住戸ごとに行い、最長でも当初の使用許可日から20年を超えないも

のとする。 

 

(5) 対象住戸の提供方法 

① 本県から事業者に対して、地方自治法第238条の４第７項に規定する行政財産

の使用許可（以下「使用許可」という。）を行う。 

② 対象住戸は、使用許可の条件に基づき、事業者の責任において適切に管理す

ること。 

 

(6) 入居者が負担する費目 

光熱水費、共益費、自治会費、駐車場を使用する場合は駐車場使用料等を負担す

ること（詳細は別添「対象住戸の概要」を参照。）。 

 

(7) 管理責任 

４の(3)の「事業対象住戸の整備」の規定は、対象住戸内の維持管理や修繕等に

おいても準用する。 

なお、管理責任の区分に疑義がある場合は、本県と協議の上、決めることとす

る。 
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(8) その他留意事項  

① 家賃額の設定に当たっては、子育て世帯が入居しやすくなるよう、当該団地

周辺における同種の賃貸物件と比較し、低廉な家賃となるよう設定すること。 

② 入居予定者との契約について、礼金設定は行わないこととする。 

③ 事業期間終了後は、原則、住戸の原状回復は不要とする。ただし、自然的な摩

耗や通常損耗、経年劣化によるものは除き、故意、過失等、事業者及び入居者の

責めに帰すべき事由により汚損、破損したものは、事業者の負担で修繕を行う

こと。 

④ 事業者は、入居者と締結する契約を定期建物賃貸借契約とすること。 

⑤ 事業者は、対象住戸の使用する権利を他の者に譲渡、交換、貸付け、又は担保

等に供してはならない。 

⑥ 対象住戸については、本事業の目的の範囲外の用に供してはならない。 

⑦ 事業者は、入居者が他の入居者に対して迷惑・トラブルとなるような行為を

しないように十分に配慮すること。 

万が一、問題等が発生した場合は、事業者が責任をもって対処すること。 

⑧ 対象住戸内及び共用部分でのペットの飼育は禁止とすること。 

 （ペット可住宅となっているものを除く。） 

⑨ 対象住戸の入居者からの問合せは、事業者において対応すること。設備等の

トラブルについては、事業者において調査を行い、対応すること。 

なお、内容によっては、本県と協議を行い、適切に対応すること。 

⑩ 使用許可を受けた事業者は、速やかに工事に着工し、入居受け入れを行うよ

うに努めなければならない。 

⑪ 提案内容を変更する場合、本県と協議し同意を得ること。 

 

５ 申込手続 

(1) 企画提案書の作成方法 

企画提案書の様式は、別添様式１から様式７まで（すべてＡ４判）とすること。 

 

（2）提出資料 

以下の書類を準備の上、提出すること。 

なお、複数のグループを申し込む場合は、①に申し込む住戸全てにチェックし、

申し込んだ住戸グループごとに②を作成し、提出すること。なお、複数のグルー

プで共通する内容の場合、まとめて記載しても差し支えない。 

① 応募申込書（様式１） 

② 今回の企画提案書に関する書類（様式２）から（様式７） 

③ 財務・経営状況が分かる書類（直近３か年分の貸借対照表及び損益計算書） 

④ 定款、法人登記簿謄本、会社概要 

⑤ 納税証明書等の写し 

    ア 県内に本支店、営業所又は事務所がある場合 

     (ｱ) 県税事務所が過去６箇月以内（提案書提出日基準）に発行した納税証 

明書等（県税及びこれに付随する延滞金等で未納のないことが分かるも 

の） 
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(ｲ) 所管税務署が過去６箇月以内（提案書提出日基準）に発行した納税証 

明書等（これに付随する延滞金等で未納のないことが分かるもの） 

 

イ 県内に本支店、営業所又は事務所がない場合 

      各都道府県所管税務署が過去６箇月以内（提案書提出日基準）に発行 

した納税証明書等（これに付随する延滞金等で未納のないことが分かる 

もの） 

⑥ 賃貸住宅管理業法に基づく国土交通大臣の登録の証明書の写し及び事業に必

要な許可書の写し 

 

(3) 企画提案書の内容に関する留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4）企画提案書等の受付担当部局 

担当部局 

兵庫県 まちづくり部 公営住宅管理課 管理班 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4-18-12 兵庫県公社館３階 

      TEL 078-230-8461 

      FAX  078-230-8466 

      E-mail  jutakukanri@pref.hyogo.lg.jp 

 

(5) 質問の受付及び回答 

① 質問の提出方法   

質問は、文書（様式８）により行うものとし、持参、郵便又は電子メールのい

ずれかの方法で行うこととする。 

様式１ 応募申込

様式２ 本事業の実施体制・ＰＲ手法等

様式３ 過去の改修等の事業実績

様式４ 入居者との契約条件

様式５ 整備・改修方法の妥当性

様式６ 指定管理者及び自治会との連携

記載事項様式番号

・子育て世代のニーズに沿った整備、改修方法を記載

・指定管理者及び自治会とどのように連携を図っていくのかを
  記載

内容に関する留意事項

・本事業の実施体制や収支計画、入居者管理体制
・目的を達成するにあたり独自に取り組む内容を記載
・対象住宅の宣伝方法を具体的に記載

・参加表明をするとともに、申込みグループを選択

・子育て世帯に寄り添った形の契約条件を記載

・過去のリノベーションやリフォーム等の改修実績を具体的に
　記載
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② 提出場所 上記５(4) 

③ 提出期限 令和８年７月10日（金）午後５時（必着） 

④ 質問に対する回答は、原則公営住宅管理課のホームページ上で随時行う。た

だし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わるものに

ついては、質問者に対してのみ回答する。 

なお、書類の具体的な記載内容や審査基準に関する問合せは受け付けない。 

 

(6) 企画提案書等の提出方法 

① 提出方法 ２部（原本１部、PDFデータ１部）を郵送又は持参、メールにて提

出 

② 提出期限 令和８年７月17日（金）午後５時（必着） 

 

６ 企画提案書の審査 

(1) 審査は、兵庫県営住宅における子育て世帯向けサブリース事業プロポーザル選

定委員会が評価基準に基づき行い、事業者を選定する。 

 

(2) 事業者を選定するための評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 評価基準 

事業者の実施体制 事業者の実施体制について、以下の着目点により総

合的に評価する。 

①本事業の執行体制、収支計画、入居者管理体制 

②経営基盤 

③過去の改修等の実績 

業務実施手法 業務実施体制について、以下の着目点により総合的

に評価する。 

④入居者との契約条件 

⑤整備・改修方法の妥当性 

⑥指定管理者及び自治会との連携 

⑦入居者募集のPR手法 

その他 ⑧本事業の目的を達成するにあたり独自に取り組む

内容 
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① 審査は、評価項目ごとに５段階（Aから E点）で評価を行う。 

② 各評価項目の評価点に設定した係数（1、0.8、0.6、0.4、0.2）を乗じ、各項

目の得点を算出する。 

③ 採点した合計得点を踏まえ、事業者を選定する。 

 

(3) 活用事業者の選定 

① １事業者が、複数のグループに申し込むことを可とする。 

なお、１事業者が複数のグループで選定された場合は、事業者において、実施

するグループを選択できるものとする。 

その場合、選択されなかったグループについては、次点の事業者を選定するこ

とする。ただし、次点の事業者は合計得点が基準点（60点）以上でなければなら

ない。 

② 審査はグループごとに実施する。 

③ 企画提案書提出後、複数応募があった場合のみヒアリングを実施することが

ある。ヒアリングを行う場合、日時等は別途通知する。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

10

10

10

20

評価対象 　　　評価基準 配点
評　　　　　価

⑤整備・改修方法の妥当性 20

10④入居者との契約条件

⑦入居者募集のＰＲ手法 10

⑥指定管理者及び自治会との連携 10

その他
⑧本事業の目的を達成するにあた
り独自に取り組む内容

合計 100

事 業 者

事業者の実施体制

①本事業の実施体制

②経営基盤の充実

③過去の改修等の事業実績

業務実施手法
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④ 「(2) 評価項目及び評価基準」に基づき審査した結果、合計得点が基準点（60

点）以上であり、かつ最高得点の事業者を選定する。 

なお、申込者が１者の場合でも、得点が満点の６割（60点）以上で、活用事業

者等として適当と認められる場合は、その者を活用事業者として選定する。 

⑤ 事業者の選定に至らなかったグループについては、他のグループにおいて基

準点（60点）以上あった事業者から、活用希望の有無を確認し、事業者を選定す

る。 

 

(4) 審査結果の通知及び公表 

審査結果の決定後、事業者全員に審査結果を通知するとともに、一連の審査の

結果の概要（審査結果、事業者名）については、活用事業者の決定後、本県のホー

ムページ等で公表する。 

 

７ 使用許可の手続 

(1) 使用許可を行うに当たり、活用事業者は「目的外使用許可申請書」、「使用料減

免申請書」を提出するとともに、本県から「県営住宅使用許可書」を発行する。

なお、申請は、応募申込書に記載された名義で行うこと。 

 

(2) その他、使用許可に係る手続等に関しては、適宜、調整の上行う。 

 

８ 入居者の募集方法 

(1) 活用事業者の決定以降、入居等に関する問合せに関しては、事業者において対

応すること。 

事業者決定後の入居者の募集及び決定についても、事業者において行うこと。 

 

(2) 入居者の募集等本事業のＰＲを積極的に行うこと。 

なお、ＰＲ内容は、原則、事前に本県に情報提供すること（事実誤認等がある

場合は、修正等を依頼する場合がある）。 

また、本県においてもＰＲに活用するため不動産広告のチラシや電子データ等 

の提供をすること。 

 

９ その他の留意事項 

(1) 企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする。 

 

(2) 今回の募集結果を公表する等の目的のために本県が必要であると判断した場

合は、本県は、提出者の許可なく提出書類を無償で使用できるものとする。 

提出書類は、理由のいかんにかかわらず、返却しないものとする。 

 

（3）その他、本要項に定めがない事項は、本県との協議の上決めることとする。 
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＜参考＞手続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

     

          

         

    

       
             

      

       

     

                    

    

              

        

                    


